
令和４年度第１回 野田市消防委員会

令和５年２月１４日（火）

午前１０時３０分から

市役所低層棟４階委員会室

１ 開 会

２ 市長挨拶

３ 委員紹介

４ 事務局職員紹介

５ 議 事

（１）野田市消防委員会のこれまでの経緯について（報告）

（２）消防団の処遇改善について（諮問）

（３）消防団の処遇改善について（検討）

（４）今後の市内消防操法大会のあり方について（報告）

（５）機能別消防団員等について（報告）

（６）消防概況について（報告）

（７）そ の 他

６ 閉 会



野 田 市 消 防 委 員 会 委 員 名 簿

任期 令和３年１０月１日から令和５年９月３０日まで

敬 称 略

選 出 氏 名 所 属 団 体 等

学 識 経 験 者

隈本 邦彦 江戸川大学 教授

関根 和弘 京都橘大学 教授

深井 芳人 元 野田市消防長

消 防 関 係 者

逆井 健一 野田市消防団 団長

伊藤 節夫 野田市消防団 副団長

山本 和広 野田市消防防災協会 会長

野田市医師会を代表する者 小張 力 小張総合病院 理事長

野田市赤十字奉仕団を代表

する者

秋山咲智子 野田市赤十字奉仕団 委員長

横川 栄子 野田市赤十字奉仕団 副委員長

野田市女性団体連絡協議会

を代表する者
石原 和子 野田市女性団体連絡協議会 理事

野田市自治会連合会を代表

する者

市原 康雄 二ツ塚自治会 会長

原口 立 目吹１区自治会 会長

消 防 長 菅野 透 消防長

公 募 委 員
宮内 彦行 元松戸市消防局勤務

土屋 孝 元企業統括防火管理者



摘要

１ 委員長及び副委員長の選出 委員長に隈本邦彦委員、副委員長に関根和弘委員が選出されました。

２ 消防概況について（報告）
消防本部及び消防団の概況（組織概要、災害件数、職員数、団員数等）について、事務局より説
明しました。

３ 消防の課題について
消防の諸課題である①消防団員確保の取組　②消防団組織の在り方　③消防団車両及び消防団器
具置場について、事務局より説明し、意見を求めました。

４ 消防組織検討会について
消防職員８名、消防団員８名を委員に指名するとともに、会長に内藤浩幸委員、副委員長に佐塚
和昭委員を指名しました。

５ 今後の流れについて 今後の消防委員会の開催予定について、事務局より説明しました。

１ 消防の課題に対する優先順位について 消防団、常備消防ごとに課題に対する優先順位を検討しました。

２ 救急件数の増加等に伴う組織や出動体制の在り方について（諮問） 市長より、救急件数の増加などに伴う組織や出動体制の在り方について、諮問がありました。

３ 救急件数の増加等に伴う組織や出動体制の在り方について（検討）
諮問を受け、救急件数の増加等の課題を整理し、対応案（交替要員の配備、日勤救急隊の配備、
救急隊の専従化の３案）を検討し、方針を決定しました。

１
救急件数の増加等に伴う組織や出動体制の在り方についての答申案
について

対応案について検討し、答申案を決定しました。

２ 答申書の提出
救急件数の増加等に伴う組織や出動体制の在り方について、日勤救急隊の編成、運用開始及び救
急隊の専従化を答申しました。

３ 消防団員の確保について 消防団員の確保策について検討しました。

４ その他 消防委員会委員の経歴の変更について、事務局より説明しました。

１ 消防団の現状と課題について 消防団員数の推移や年報酬や出動手当の課題について、事務局より説明しました。

２ 消防組織検討会委員の一部変更について 委員に消防団退団者が出たため、新たに宮澤達也委員を指名しました。

2月1日 日勤救急隊の運用を開始しました。
日勤救急隊の運用を開始するため、消防署の組織及び事務分掌に関する規程の一部を改正し、消
防署に日勤救急係を新設しました。

4月1日 消防団員定数を８６０人から７２０人に変更しました。
各分団の実情を勘案し、現状に近い団員定数とするため、野田市消防団条例の一部を改正しまし
た。

１ 委員長及び副委員長の選出について 委員長に隈本邦彦委員、副委員長に関根和弘委員が再任されました。

２ 消防概況について（報告）
消防本部及び消防団の概況（組織概要、災害件数、職員数、団員数等）について、事務局より説
明しました。

３ 野田市消防団分団（部）の統合について 団員数が４名の分団の統廃合について検討しました。

４ 消防団員の処遇改善について 出動回数、出動手当について、消防組織検討会で検討することを決定しました。

５ 消防組織検討会について
消防職員８名、消防団員８名を委員に指名するとともに、会長に片野　剛委員、副委員長に佐塚
和昭委員を指名しました。

６ その他 次回の消防委員会の日程について、事務局より説明しました。

令和４年度 4月1日 野田市学生消防団活動認証制度を創設しました。
大学等へ在学中に消防団員として功績を挙げた者の就職活動を支援し、在学中の消防団員の意識
の高揚及び消防団活動の活性化を図ることを目的に、野田市学生消防団活動認証制度実施要綱を
制定しました。（令和5年2月1日現在　認証した団員　1人）

（１）野田市消防委員会のこれまでの経緯について

開催日 議事事項

8月16日

12月18日

2月10日

令和２年度

8月18日

11月5日

令和元年度

令和３年度



（３）消防団の処遇改善について（概要）

１ 各種出動の回数や人数について

２ 出動手当について

現行（費用弁償）

改正案（出動報酬）

※1：災害の活動時間が 8時間を超えたときの報酬は、その後 4時間を経過するごとに、4,000 円を加算する。
※2：会議を開催した場合は、会議内容及び結果報告（任意様式）を消防本部総務課へ提出する。

出動区分 種別 回数 人数 内容

災害出動 火災 ―― ―― 火災による出動

風水害 ―― ――
風水害による出動

地域防災計画及び団長との協議による

その他の災害 ―― ―― 上記以外の災害出動

訓練出動 消防団行事 ―― ―― 消防団年間行事予定表による出動

機械器具点検 １（月） 5人以内 警戒等と併せて毎月実施

基礎訓練 ３（年） ―― 各分団の不足部分を補う訓練

操法訓練 ――

警戒出動 通常警戒 ４（年） 5人以内 6月～9月に各１回管轄地区の警戒

特別警戒 ３（月） 5人以内
火災予防週間、年末年始及び乾燥期間中

の警戒

誤報による出動 ―― ―― 誤報による出動

その他の出動 消防団幹部会議 ２（年） ―― 消防団年間行事予定表による会議

方面隊会議 ４（年） ―― 四半期ごとに１回

分団による会議 ２（年） ―― 分団内での周知・伝達等

区分 支給要件 費用弁償

災害出動 水火災又は災害の予防、鎮圧若しくは軽減に従事した者 １回につき 2,270 円

訓練出動 各種消防訓練に従事した者 １回につき 2,270 円

警戒出動 水火災又は災害の警戒に従事した者 １回につき 2,270 円

区分 支給要件 出動報酬

災害出動※1 水火災又は災害の予防、鎮圧若しくは軽減に従事した者 1回 4時間以上 8,000 円

1 回 4 時間未満 4,000 円

訓練出動 各種消防訓練に従事した者 １日 2,500 円

警戒出動 警戒に従事した者 １日 2,500 円

その他の出動 会議に従事した者※2 １日 2,500 円



（３）消防団の処遇改善について

１．災害出動について

（１）活動時間について

現行 改善案

①災害出動の活動時間は、定めていません。
②出動手当は、費用弁償として、1回につき2,270円支給しています。

①1日の労働時間は8時間とし、4時間を半日として手当を支給します。
②令和5年度からは、出動報酬として4時間以上は1回あたり8,000円、4時間未満は1回あたり4,000円と
し、8時間を超えた場合は、4時間経過するごとに4,000円を加算して支給します。
③出動した分団は、活動終了後、出動報告書を指揮本部に提出することを継続します。
④活動時間は、覚知から災害現場での指揮本部が指示する解散時間までを原則としますが、各分団か
ら提出される出動報告書に記載された活動内容を考慮します。
⑤出動報告書に、終了時間の欄に解散時間を記載します。

（２）各分団の出動について

現行 改善案

①火災等の出動は、「消防団火災等出動区域指定表」に基づき災害メールにより発生場所を確認し、
出動区域の管轄分団は出動しています。
②手当は、車両の出動があった場合のみ対象とし、待機の場合は、対象外としています。

①令和3年2月より実施している「消防団火災等出動区域指定表」により出動することを改めて説明
し、指定表に基づく出動及び応援区域の場合は、消防本部からの要請に基づき出動することを徹底し
ます。
②出動手当は、災害業務に従事した場合に支給するもので、分団器具置場に参集し、待機となった場
合、現行では支給対象としていませんが、処遇改善を図るため、警戒出動扱いとして支給します。ま
た、応援区域での待機となった場合も同様とします。
③誤報の場合も、待機と同様とします。ただし、出動区域以外の場合は、支給対象とはしません。
④消防本部からの要請がなく、出動区域外に出動した場合には出動手当は支給しません。

２．訓練出動について

（１）活動時間について

現行 改善案

①訓練出動の活動時間は、定めていません。
②出動手当は、費用弁償として、1回につき2,270円を支給しています。

①操法大会訓練を除く訓練出動の活動時間は、分団により差が生じているため、各分団の判断としま
す。
②各分団の負担軽減を図り、出動回数を少なくするため、機械器具点検は、他の出動と併せて実施す
ることとします。
③令和5年度から出動報酬として1日につき2,500円を支給します。
④訓練出動と警戒出動を併せて実施した場合、出動報酬はいずれか一方とします。

（２）出動回数及び人数について

　①機械器具点検について

現行 改善案

①機械器具点検は、回数、人数の制限はしていません。
②機械器具点検は、消防団規則において、月１回以上実施すると規定されています。

①機械器具点検は、消防団規則を改正し、毎月必ず１回実施することとします。
②機械器具点検は、負担軽減のため、他の出動と併せて実施します。
③機械器具点検の項目を明確にするため、出動報告書の様式を変更し、機械器具点検の項目を追加し
ます。
④警戒出動と併せて実施する場合は、1回あたりの人数は、負担軽減のため、車両に乗車可能な人数
（5人）以内とします。
⑤水利の位置確認は、野田市消防本部デジタルマップの活用を積極的に推進します。
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（３）消防団の処遇改善について

　②基礎訓練について

現行 改善案

①基礎訓練は、回数、人数の制限はしていません。
②出動手当は、費用弁償として、1回につき2,270円支給しています。

①各分団より要望があり令和４年度から実施した機関運用訓練は、好評を得ていることから水出し訓
練として今後も継続します。
②基礎訓練は、消防団の年間行事計画に基づき実施する訓練以外に、各分団で不足する部分を補うこ
とを目的に実施する規律、ポンプ運用、機械器具取扱い、放水の各種訓練であり、各分団の負担軽減
を図るため、基礎訓練は、年３回以内とし、年間計画に基づき実施します。
③基礎訓練は、回数、内容とも分団により差があり、基本的に訓練は分団全員参加で実施することか
ら人数制限は行いません。
④方面隊全体での訓練実施を提案します。その際には、指導員を派遣することを併せて提案します。
⑤令和5年度から出動報酬として1日につき2,500円を支給します。

３．警戒出動について

（１）通常期の警戒出動について

現行 改善案

①警戒出動は、回数、人数の制限はしていません。
②出動手当は、費用弁償として、1回につき2,270円支給しています。
③負担軽減のため、方面隊で分担して警戒を行うよう要請しています。

①警戒出動は、消防団の年間行事予定を考慮し、4月から9月までと11月から3月に分け、4月から9月
は、実施する月を定め、11月から3月は、春秋の火災予防週間、年末年始、乾燥期を考慮し、実施回数
の上限を設定します。
②4月から9月は、全分団が参加する消防団の行事予定のない6月～9月に月1回実施します。なお、実施
する際には機械器具点検と併せて実施します。
③11月から3月は、春秋の火災予防週間、年末年始及び乾燥期であることを考慮し、各々3回以内で実
施し、回数は分団の判断とします。なお、うち1回は機械器具点検と併せて実施します。
④1回あたりの人数は、負担軽減のため、車両に乗車可能な人数（5人）以内とします。　
⑤警戒出動の活動時間は、管轄区域の広さの違いにより、分団により差が生じているため、各分団の
判断とします。

現行 改善案

①台風、大雨及び洪水等での警戒出動が必要になった場合は、地域防災計画及び団長との協議に基づ
き、各方面隊を通じ各分団へ要請しています。
②出動手当は、費用弁償として、活動時間に関係なく、１回につき2,270円を支給しています。

①現行のとおりとします。
②令和５年度からは、出動報酬として４時間以上は１回あたり8,000円、４時間未満は１回あたり
4,000円とし、８時間を超えた場合は、４時間経過するごとに4,000円を加算して支給します。

（２）火災予防週間及び年末年始以外の警戒出動について（台風、大雨及び洪水等の場合）
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（３）消防団の処遇改善について

４．消防団が開催する会議について

現行 改善案

①消防団の実施する会議は、年間2回実施している消防団の幹部会議、各方面隊が四半期ごとに実施し
ている方面隊の会議を訓練の一環として出動手当の対象としますが、各分団ごとに実施している会議
は、出動手当の対象とはしていません。
②各方面隊が四半期ごとに実施している方面隊の会議は、会議結果の報告を求めていないため、消防
本部では会議の内容を把握していません。
③令和3年度に実施したアンケート調査及び令和4年度第1回消防組織検討会後の各方面隊がとりまとめ
た意見では、各分団が実施する会議についての意見はなかったものの、機械器具点検及び警戒出動時
を5人以内とすることは、団員同士のコミュニケーションづくりが出来ないとの意見が出されていま
す。
④近隣市では、消防団幹部から分団長まで参加する会議が年に数回開催されていますが、 野田市では
毎年度4月に開催している千葉県消防協会東葛飾支部野田分会総会のみとなっています。
⑤消防団の幹部会議及び各方面隊の会議は、訓練出動扱いとし、出動手当は、費用弁償として1回につ
き2,270円を支給しています。

①消防団幹部会議、各方面隊が実施する会議も引き続き手当の対象とします。各方面隊が実施する会
議は、会議結果の報告を求めます。
②消防本部及び消防団幹部から各分団の周知、伝達事項を分団長から各団員への説明を行うために各
分団が実施する会議も、手当の対象とし、年2回以内で実施します。併せて、方面隊の会議と同様に会
議結果の報告を求めます。
③消防団幹部会議、各方面隊が実施する会議、各分団が実施する会議とも、その他の出動報酬とし
て、１回あたり2,500円を支給します。

５．機関員報酬の廃止について

現行 改善案

①機関員は各分団から機関員分担報告書に基づき、各分団2名体制となっています。
②報告書には、自動車運転免許証の写しを添付させ、免許証の種類、有効期間を管理しています。
③1名に年額2,300円支給しています。
予算措置は各分団2名×56分団（257,600円）

①機関員報酬は、主に各分団配備の消防車を運転することから、年報酬に加算して支出しています
が、消防車は、機関員以外でも運転可能としたことから、機関員報酬については、廃止します。
②各分団より要望があり、令和４年度実施した機関運用訓練は、操法指導の中で水出し訓練として実
施します。

- 3 -



（３）消防団の処遇改善について（年間スケジュール）（案）

市内操法大会出場分団 市内操法大会出場辞退分団

実施の有無 回数 実施の有無 実施時 回数 回数 幹部会議 方面隊会議 分団会議

４月
消防団規律訓練、千葉県消防協会東葛飾支部野田
分会総会・理事会、新入団員研修

－ － ○
規律訓練時に実施

（１回）
－ － －

５月 野田市水防演習 － － ○
水防演習時に実施

（１回）
－ － －

６月 （財）千葉県消防協会東葛飾支部消防操法大会 ○ １回 ○
警戒巡回前に実施

（１回）
－ － －

７月 千葉県消防操法大会 ○ １回 ○
警戒巡回前に実施

（１回）

８月 消防団幹部会議 ○ １回 ○
警戒巡回前に実施

（１回）
－

○
(１回）

９月 消防団救命講習会 ○ １回 ○
警戒巡回前に実施

（１回）
○ －

消防団長特別点検

野田市総合防災訓練

消防救急フェア

野田市消防団消防操法大会

１月 野田市消防出初式
○

年始警戒 ３回以内 ○
警戒巡回前に実施

（１回）
－ － － －

２月 消防団幹部会議
○

乾燥期警戒 ３回以内 ○
警戒巡回前に実施

（１回）
－ － －

○
(１回）

３月 千葉県消防大会
○

春の火災予防運動 ３回以内 ○
警戒巡回前に実施

（１回）
－ － － －

年間１９回以内 月１回 年間３回以内 年間２回 年間４回 年間２回以内

※月の主な行事等は、決定ではありませんので、変更になる場合があります。

※災害出動は、消防団火災等出動区域指定表に基づく出動とします。

※警戒出動は、６月から９月は月１回、１１月から３月は月３回以内とします。

※機械器具点検は、他の出動と併せて実施することとします。機械器具点検を単独で実施した場合は出動手当（令和５年度以降は出動報酬）の支給対象外となります。

※基礎訓練は年間計画に基づき年３回以内とします。

※市内消防操法大会に出場する分団の訓練回数は、７月から１１月までの間に１６回以内とします。うち、２回は常備消防の操法指導を受け、１１月に水出し訓練を１回実施します。

※市内消防操法大会の出場を辞退する分団は、７月から１１月までの間に常備消防の操法指導を２回受け、１１月に水出し訓練を１回実施します。

※方面隊の会議及び分団の会議は、会議結果の概要を出動報告書に添付し提出することとします。

※(財)千葉県消防協会東葛飾地区消防操法大会に出場する分団の訓練回数は２４回以内とします。（期間は１月から６月までの６月間）

訓練出動

月 月の主な行事等 災害出動
警戒出動 機械器具点検 会議

基礎訓練

○ ○
四半期毎
に１回

○

○
四半期毎
に１回

１０月 － － ○
団長特別点検に実
施（１回）

－ －

○
四半期毎
に１回１１月

○
秋の火災予防運動 ３回以内 ○

警戒巡回前に実施
（１回）

－ －

１２月 消防団員健康診断
○

年末警戒 ３回以内 ○
警戒巡回前に実施

（１回）
－ － － －

○
四半期毎
に１回

消防団火災等出動
区域指定表に基づ
き出動する。

○
年２回

７月から１１月まで
の間に１６回（週２
回×８週）実施す
る。うち、２回は常
備消防の操法指導を
受け、１１月に水出
し訓練を１回実施す
る。

７月から１１月まで
の間に常備消防の操
法指導を２回受け、
１１月に水出し訓練
を１回実施する。



【その他の火災（建物火災以外）】

【応援出動】

令和3年2月20日施行
【建物火災】

・火災現場では現場指揮本部と連絡を密にし、常備消防と連携して活動するものとする。

・管轄区域外に応援出場した際は、管轄区域の方面隊の指揮下に入るものとする。
・災害の状況に応じ、分団（部）を増強して出動させる。

方面隊 分団 応援出動先 方面隊 分団 応援出動先
1分団 中央方面隊及び南方面隊区域 19分団
2分団 20分団
3分団 21分団
4分団 中央方面隊及び南方面隊区域 22分団
5分団 中央方面隊及び救助活動を要する区域 23分団
6分団 24分団
7分団 25分団
8分団 26分団
9分団 27分団
10分団 28分団
11分団 29分団
12分団 30分団
13分団
14分団
15分団
16分団
17分団
18分団

消防団火災等出動区域指定表

・建物火災については、各方面隊の出動区域に管轄分団（部）が出場するものとする。（災害メール
　により発生場所確認）

方面隊 管轄分団 出　動　区　域（大字・字）

中央
方面隊

第1分団～
第7分団

野田、上花輪、中野台、堤台、座生、中野台鹿島町、上花輪新町、清水、桜の里一丁
目・二丁目・三丁目、清水公園東一丁目・二丁目、つつみ野一丁目・二丁目

第8分団～
第12分団

目吹、金杉、鶴奉、柳沢、宮崎、横内、中根、大殿井

南方面隊

第13分団～
第15分団

山崎、今上、桜台、桜木、花井、花井一丁目、堤根、山崎貝塚町、山崎梅の
台、山崎新町、みずき一丁目・二丁目・三丁目・四丁目

第16分団～
第18分団

三ツ堀、瀬戸、木野崎、上三ケ尾、下三ケ尾、西三ケ尾、二ツ塚

北方面隊

第19分団～
第21分団

岩名、岩名一丁目・二丁目、五木、谷津、吉春、五木新田、蕃昌、五木新町、
七光台、春日町、谷吉、日の出町、泉三丁目、光葉町

第22分団～
第24分団

船形、中里、尾崎、東金野井、小山、莚打、尾崎台、泉一丁目・二丁目、長谷

第25分団～
第26分団

関宿台町、関宿町、関宿江戸町、関宿元町、関宿内町、はやま、新田戸、西高野、東高
野、関宿江戸町飛地、関宿元町飛地、平成、関宿三軒家、桐ケ作

第27分団～
第28分団

中戸、柏寺、中戸谷津、古布内、親野井、次木、東宝珠花、平井、木間ケ瀬のうち新
宿・岡田・丸井・岡田新田

第29分団～
第30分団

木間ケ瀬のうち小作・松ノ木・砂南・内野堤根・出州、〆切・上納谷・木間ケ瀬
新田・志部前堀・下根・大山・向ノ内・鴻ノ巣・羽貫・前村・飯塚・武者土・高倉

・その他の火災については、当該分団（部）が出動するものとし、消防本部、消防団幹部、各方面隊幹
　部の要請で隣接分団（部）が出動する。

・出動区域外への応援出動は、消防本部、消防団幹部、各方面隊幹部の要請で下表のとおり出動し、
　必要に応じて署所への待機を指示することもある。

北
方
面
隊

北方面隊区域
中央方面隊区域

関
宿
方
面
隊

関宿方面隊区域

南
方
面
隊

南方面隊区域

関宿
方面隊

中
央
方
面
隊

中央方面隊区域



（４）今後の市内消防操法大会のあり方について

例年 5月下旬に行われる市内操法大会について、4 月 5 月に集中する消防団行

事から消防団の負担を分散するため、実施時期及び方法の変更を図るものです。

１ 消防操法の意義

消防操法は、消火活動における最も基本となる操作を集約したものです。

消防操法と併せて実践的な訓練を行うことで、より能率的に技術の体得が

できます。

２ 現在の課題と問題点

① 野田市消防団は 4月に規律訓練・水出し訓練、5月に水防演習・操法大会

のほか、操法大会出場分団は週に数回の操法訓練を実施しており、春先に負

担が集中しています。

② 消防団にアンケート調査を行ったところ、操法大会を中止するという意見

が約 7割から出ています。

③ 今年度の「野田市総合防災訓練」で消防団が火災防ぎょ訓練を行い、その

中に操法大会未経験者が数名おりました。事前訓練を行うと、火災現場で行

う基本操作が何も出来ない状態でした。

３ 今後の開催方法について

アンケートで中止という意見が多数出ましたが、火災防ぎょ活動をする上で

消防操法は必要不可欠なことから、次のように変更し実施します。

① 市内操法大会を 11 月に実施し、4月、5月に集中する負担を分散します。

② ポンプ車 5（4）チーム・小型ポンプ 14 チームの 3グループに分け、3年

周期出場の市内操法大会を実施します。（資料１）

③ 大会出場にあっては辞退も認めますが、職員による操法指導２回と水出し

訓練は必ず受けることとします。

④ 優勝分団は、翌年度の東葛飾支部大会に野田市代表として出場します。

⑤ 令和 5年度の東葛飾支部大会については、新型コロナウイルスの影響によ

り各分団が操法訓練に取り組めていないため市内大会は行わず、出場希望分

団による抽選で代表を決定し出場します。

４ 添付資料

① 市内操法大会 3年周期出場案

② 操法大会の様子（写真）

③ 千葉県消防操法大会での主な成績



資料１

※仮の分団名を記載してあります。

グ ル ー プ 1 グループ2 グループ3

ポンプ車の部（例） 年度 ｸﾞﾙｰﾌﾟ

1 中 央 1 中 央 2 中 央 3 Ｒ５ 1

2 中 央 4 中 央 5 中 央 6 Ｒ６ 2

3 中 央 7 中 央 9 中 央 10 Ｒ７ 3

4 北 19-2 北 21 関 宿 25-1 Ｒ８ 1

5 関 宿 28-1 関 宿 29-1 Ｒ９ 2

小型ポンプの部（例） Ｒ１０ 3

1 中 央 8-1 中 央 8-2 中 央 8-3 Ｒ１１ 1

2 中 央 8-4 中 央 11 中 央 12 Ｒ１２ 2

3 南 13-1 南 13-2 南 14-1 Ｒ１３ 3

4 南 14-2 南 15 南 16-1 Ｒ１４ 1

5 南 16-2 南 17-1 南 17-2 Ｒ１５ 2

6 南 18-1 南 18-2 北 19-1 Ｒ１６ 3

7 北 20-1 北 20-2 北 20-3 Ｒ１７ 1

8 北 22-1 北 22-2 北 22-3 Ｒ１８ 2

9 北 22-4 北 23-1 北 23-2 Ｒ１９ 3

10 北 24-1 北 24-2 関 宿 25-2 Ｒ２０ 1

11 関 宿 25-3 関 宿 26-1 関 宿 26-2 Ｒ２１ 2

12 関 宿 26-3 関 宿 27-1 関 宿 27-2 Ｒ２２ 3

13 関 宿 27-3 関 宿 28-2 関 宿 29-2 Ｒ２３ 1

14 関 宿 29-3 関 宿 30-1 関 宿 30-2 Ｒ２４ 2

市内操法大会　3年周期出場案

・消防団は３年ごとに操法指導を必ず受けることとします。

・指導期間は７月から１０月までの間で回数は２回とします。

・市内操法大会は１１月に開催します。

・操法大会で優勝した分団は翌年の支部操法大会に出場します。

※上記分団名は仮に入れた例なので、各方面隊がグループ決めをします。



操法大会の様子



千葉県消防操法大会での主な成績

平成 ８年 小型ポンプの部 ２３分団１部（中里） 最優秀賞（１位）

平成 ９年 ポンプ車の部 ２１分団（岩名） 優秀賞 （２位）

平成１１年 ポンプ車の部 ２１分団（岩名） 優良賞 （３位）

平成１６年 ポンプ車の部 ２１分団（岩名） 優秀賞 （２位）

平成２０年 ポンプ車の部 ２１分団（岩名） 優秀賞 （２位）

平成２１年 小型ポンプの部 ２２分団２部（船形中） 優良賞 （３位）

平成２５年 ポンプ車の部 ２１分団（岩名） 優良賞 （３位）

平成２７年 ポンプ車の部 ５分団（中野台） 最優秀賞（１位）



（５）機能別消防団員等について

１．機能別消防団員とは

機能別消防団員とは、能力や事情に応じて特定の活動のみ参加する消防団員です。

時間帯を限定した活動や特定の災害種別のみ活動し、平日日中に勤務により出動

できない消防団員を補完する役割を担っています。

機能別消防団員の多くは、消防団経験者で構成されています。

２．野田市における検討状況について

①機能別消防団員等の創設については、一部の団員より積極的に創設してほしいと

の要望があり、全分団から率直な意見を伺うこととしました。

②意見結果については、創設に積極的な意見は少数となり、ほとんどの分団は消極

的との結果となりました。

③消防団の幹部からも機能別消防団員の導入は難しいとの意見が出されました。

なお、平成 29 年 6 月の消防団幹部会議でも、機能別消防団員制度導入よりも基本

団員の確保に重点を置くことを決定しています。

④東葛飾地区において機能別消防団員を導入している市はありません。

【結論】

・上記状況を踏まえ、機能別消防団員等の創設は行わず、消防団の処遇改善を進め、

引き続き、団員確保に努めていくこととします。



 （６） 消防概況について(報告）

　１　消防本部組織図

日 勤 救 急 係

総 務 課 庶務係

予 防 課
予防係
危険物係

警 防 課
消防係

救急救助係

消 防 署
管　理　係

通信第１～３係
消防第１～３係

中央分署 消防第１～３係

北 分 署 消防第１～３係

南 分 署 消防第１～３係

関宿分署 消防第１～３係

関宿北出張所 消防第１～３係

消
防
長

次　

長

 1



　　２　消防本部及び署所配置図

  

市役所

下総利根大橋宝珠花橋

境大橋

関宿橋

運河橋
柏大橋

水堰橋

芽吹大橋

国道16号

 

いちいのホール

金野井大橋

 

利根川

江戸川

春日部市

茨城県

埼玉県

吉川市

柏市

江戸川

利根川

消防本部

消防署

関宿北出張所

関宿分署

中央分署

南分署

松伏町

北分署

境町
五霞町

流山市

坂東市

野田市

16

16

東武野田線

清水公園

愛宕

七光台

川間

梅郷

野田橋

玉葉橋

 2



３　消防本部及び署所の施設概要

所在地 野田市宮崎１２６－２ 所在地 野田市中野台１７２

敷地面積 ２，３２７．００ｍ
２

敷地面積 ５０１．４３ｍ
２

建物構造 鉄筋コンクリート造 建物構造 鉄筋コンクリート造

階　数 地上３階 階　数 地上２階

延床面積 ９９４.０９ｍ
２

延床面積 ３２５.６０ｍ
２

竣工年月 昭和４５年６月 竣工年月 昭和４６年４月

所在地 野田市船形１５５０－２ 所在地 野田市二ツ塚１３９－９１

敷地面積 １，１７８．１７ｍ
２

敷地面積 １,３５８．５２ｍ
２

建物構造 鉄筋コンクリート造 建物構造 鉄筋コンクリート造

階　数 地上２階 階　数 地上１階

延床面積 ４５３.００ｍ
２

延床面積 ３５１.６８ｍ
２

竣工年月 昭和５６年３月 竣工年月 昭和６０年３月

所在地 野田市東宝珠花４３５－１ 所在地 野田市西高野４５１－４

敷地面積 ３，６１６．１１ｍ
２

敷地面積 ６００．００ｍ
２

建物構造 鉄筋コンクリート造 建物構造 鉄筋コンクリート造

階　数 地上２階 階　数 地上１階

延床面積 １，２７６.００ｍ
２

延床面積 ２４４.３７ｍ
２

竣工年月 平成３年３月 竣工年月 平成１６年７月

消 防 本 部 ・ 消 防 署 中 央 分 署

北 分 署 南 分 署

関 宿 分 署 関 宿 北 出 張 所
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計 男 女 その他

平成３０年 249 71.5 178 172 2 4
平成３１年
令和元年 249 70.6 176 171 3 2

令和２年 249 72.6 181 176 3 2

令和３年 251 74.5 187 182 3 2

令和４年 251 75.6 190 184 4 2

合計 建物 林野 車両 その他

平成３０年 41 27 1 2 11
平成３１年
令和元年 47 25 3 4 15

令和２年 37 20 0 3 14

令和３年 28 16 0 2 10

令和４年 44 25 1 4 14

合計 急病
交通
事故

一般
負傷

労働
災害

自損
事故

運動
競技

火災
事故

加害
水難
事故

自然
災害

平成３０年 7,673 5,073 619 1,021 117 69 36 28 51 4 1
平成３１年
令和元年 7,998 5,356 585 1,145 100 69 33 31 43 4 2

令和２年 7,140 4,906 432 1,026 76 57 10 34 42 7 1

令和３年 7,859 5,379 482 1,066 92 80 26 40 30 6 0

令和４年 9,405 6,572 533 1,328 94 61 27 55 59 2 1

合計
火災
事故

交通
事故

水難
事故

自然
災害

器械
事故

建物
事故

ガス
酸欠

爆発
事故

その他

平成３０年 105 0 32 4 1 1 21 0 0 46
平成３１年
令和元年 105 0 27 2 1 3 30 0 0 42

令和２年 97 0 14 3 0 3 27 2 0 48

令和３年 98 1 22 2 0 3 34 1 0 35

令和４年 125 0 30 2 1 2 38 3 0 49

4　消防職員数過去5年間の経緯
各年４月１日現在

実数

※　算定人数は、消防力の整備指針に基づいた、現有車両台数に対する必要人数である。
　　 その他人数は、再任用職員　

5　災害件数過去５年間の経緯

火　　災　

建物焼損
床面積㎡

1,254

1,375

9,216

1,186

調査中

救　　急

救　　助

算定
人数

充足率
（％）
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6　消防団組織図

団 本 部 付 女性消防団員

第 １ 分 団

～

第 ７ 分 団

第 ８ 分 団 １部～４部

第 ９ 分 団

～

第 １ ２ 分 団

第 １ ３ 分 団 １部～２部

第 １ ４ 分 団 １部～２部

第 １ ５ 分 団

第 １ ６ 分 団 １部～２部

団本部
第 １ ７ 分 団 １部～２部

第 １ ８ 分 団 １部～２部

第 １ ９ 分 団 １部～２部

第 ２ ０ 分 団 １部～３部

第 ２ １ 分 団

第 ２ ２ 分 団 １部～４部

第 ２ ３ 分 団 １部～２部

第 ２ ４ 分 団 １部～２部

第 ２ ５ 分 団 １部～３部

第 ２ ６ 分 団 １部～３部

第 ２ ７ 分 団 １部～３部

第 ２ ８ 分 団 １部～２部

第 ２ ９ 分 団 １部～３部

第 ３ ０ 分 団 １部～２部

中
央
方
面
隊

南

方

面

隊

団

長

副

団

長 北

方

面

隊

関
宿
方
面
隊
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 7 消防団詰所配置図

     

柏市

市役所

下総利根大橋
宝珠花橋

境大橋

関宿橋

運河橋
柏大橋

水堰橋

国道１６号線

川間

七光台

愛宕

東武野田線

　流山市

金野井大橋

清水公園

野田市

関宿北出張所

北分署

中央分署

南分署

野田橋

玉葉橋

運河大橋

関宿分署

 

ROUTE

国道

16

芽吹大橋

茨城県

埼玉県

消防本部・消防署

第26分団1部

第25分団1部

第25分団2部

第25分団3部

第26分団2部

第26分団3部

第27分団2部

第30分団1部
第27分団1部 第27分団3部

第30分団2部

第29分団1部

第29分団2部

第23分団2部

第22分団3部

第22分団4部

第22分団2部

第10分団

第22分団1部

第8分団4部

第9分団

第8分団2部

第8分団3部

第8分団1部

第12分団

第18分団2部

第18分団1部

第17分団2部

第17分団1部

第16分団2部

第16分団1部

第28分団1部

第29分団3部

第28分団2部

第19分団2部

第23分団1部

第24分団2部

第24分団1部

第19分団1部

第21分団

第20分団1部

第20分団3部

第20分団2部

第3分団
第7分団

第5分団

第6分団

第2分団

第15分団

第4分団

第1分団

第11分団

第13分団2部

第13分団1部

第14分団2部

第14分団1部

国道

16
ROUTE

梅郷
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定　数
(令和2年まで）

平成３０年
平成31年
令和元年

令和2年 新定数 令和3年 令和4年

26 15 11 13 19 15 17
中央方面隊 5 5 5 5 5 5 5
第１分団 15 14 14 14 15 14 14
第２分団 15 13 10 10 12 10 12
第３分団 15 11 12 12 13 10 9
第４分団 15 9 12 12 13 12 13
第５分団 15 7 13 13 14 13 12
第６分団 15 10 10 10 12 9 9
第７分団 15 10 9 8 12 7 9
第８分団１部 15 12 9 10 11 10 10
第８分団２部 14 13 13 12 13 12 10
第８分団３部 14 8 8 8 10 8 7
第８分団４部 14 12 10 11 12 9 8
第９分団 15 13 12 11 12 9 8
第１０分団 15 15 14 10 12 12 12
第１１分団 15 13 12 10 12 5 7
第１２分団 15 15 14 13 14 13 12
南方面隊 5 5 5 5 5 5 5
第１３分団１部 15 7 8 8 10 8 7
第１３分団２部 14 8 8 6 10 7 7
第１４分団１部 15 14 13 13 14 13 12
第１４分団２部 14 4 3 3 10 4 5
第１５分団 15 15 15 15 15 14 14
第１６分団１部 15 13 13 11 12 11 11
第１６分団２部 14 11 13 12 13 12 12
第１７分団１部 15 14 14 14 15 14 14
第１７分団２部 14 14 12 9 10 9 9
第１８分団１部 15 14 14 12 13 12 11
第１８分団２部 14 9 7 7 10 7 7
北方面隊 5 5 5 5 5 5 4
第１９分団１部 15 13 14 13 14 13 13
第１９分団２部 14 11 11 11 12 11 9
第２０分団１部 15 10 10 10 11 11 11
第２０分団２部 14 12 13 13 14 12 11
第２０分団３部 14 9 6 6 10 6 6
第２１分団 15 13 12 13 14 12 12
第２２分団１部 15 13 13 13 14 12 12
第２２分団２部 14 12 13 12 13 12 9
第２２分団３部 14 13 11 11 12 11 11
第２２分団４部 14 11 11 9 10 9 9
第２３分団１部 15 12 13 14 15 13 11
第２３分団２部 14 12 12 12 13 11 10
第２４分団１部 15 14 13 13 14 13 12
第２４分団２部 14 14 13 13 14 12 12
関宿方面隊 5 5 5 5 5 5 5
第２５分団１部 15 13 14 13 14 14 14
第２５分団２部 14 9 10 10 11 10 10
第２５分団３部 14 13 13 12 13 12 12
第２６分団１部 15 12 10 9 10 9 8
第２６分団２部 14 10 8 9 10 8 6
第２６分団３部 14 13 9 9 10 10 10
第２７分団１部 15 14 11 11 12 12 12
第２７分団２部 14 15 15 15 15 15 11
第２７分団３部 14 14 11 8 10 7 7
第２８分団１部 15 10 10 10 12 10 9
第２８分団２部 14 8 7 4 10 4 4
第２９分団１部 15 12 12 12 13 12 11
第２９分団２部 14 7 7 7 10 9 8
第２９分団３部 14 8 11 10 11 11 11
第３０分団１部 15 10 9 8 10 7 9
第３０分団２部 14 14 10 10 11 10 10

860 684 655 627 720 617 597
100 79.5 76.1 72.9 100 85.7 82.9

　８　消防団員数過去５年間の経緯
各年４月１日現在

団本部

合　　計
充足率（％）

中央

南

北

関宿
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実施予定月 行　　事　　内　　容

４月 消防団機関運用訓練

野田市水防演習

利根川水系連合水防演習会（担当方面隊幹部）

野田市消防団消防操法大会　※中止

６月 千葉県消防協会東葛飾支部消防操法大会　

７月 千葉県消防操法大会　

８月 消防団幹部会議

消防団救命講習会（各分団１名程度）　※中止

都市型水害対応訓練

全国消防操法大会

野田市総合防災訓練

消防救急フェア２０２２　※中止

消防団長特別点検

新入団員研修会

消防殉職者慰霊祭

１２月 消防団員健康診断

１月 野田市消防出初式

消防団幹部会議（幹部）

献血

春の火災予防運動　火災予防キャンペーン

千葉県消防大会（表彰受賞者）

９　消防団年間行事（令和４年度）

５月

９月

１０月

１１月

２月

３月
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Administrator
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Administrator
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消防団員確保の取り組み

【消防本部】

１.ポスターの掲示

各署所、消防団器具置場、各公民館、支所、出張所、梅郷駅、

七光台駅、清水公園駅の自由通路にポスターを掲示しています。

２.市報への掲載

毎年、1 月 15 日号に消防団募集記事を掲載しています。

３.市ホームページへの掲載

①消防団員を募集しています。

ページ番号 1008460 更新日 R3/12/28

②消防音楽隊に消防団員が入隊しました。

ページ番号 1034189 更新日 R4/2/9

③地域を守る消防団

ページ番号 1028758 更新日 R2/10/28

４.イベントでの広報活動

①自治会対象の消防訓練に各署所で出向し指導する際、消防団員

募集のチラシを配布しています。

②火災予防運動、消防救急フェアや総合防災訓練等、消防行事の

際、総務省消防庁から配布された PR 動画をモニターで流すと

共にチラシを配布し、広報・勧誘を実施しています。

５.市職員への消防団員募集活動

毎年、新規採用の野田市職員研修において、消防団の役割や活

動内容を説明し、消防団員の職員から体験談等を話し、団員を募

集しています。

６.成人式での募集活動

毎年、消防団員募集チラシ及び消防団員募集パンフレット配布

しています。（令和 5 年は約 1,500 枚を配布）



７.ＰＲ動画の配信

消防団活動のＰＲのため、各種訓練や行事等の様子を野田市公

式動画チャンネルに配信しています。

［令和 4 年度（新着順 令和 2 年 2 月 1 日現在）］

①消防出初式 3 月に掲載予定

②消防団長特別点検 2 月に掲載予定

③都市型水害対応訓練 閲覧回数 149 回

④野田市水防演習 閲覧回数 221 回

［令和 3 年度］

①消防団長特別点検（水防工法訓練） 閲覧回数 323 回

②野田市消防団員募集２０２２ 閲覧回数 826 回

③都市型水害対応訓練 閲覧回数 404 回

④水防対策救出救護訓練 閲覧回数 341 回

⑤野田市消防団員募集 閲覧回数 394 回

⑥消防団資機材取扱訓練 閲覧回数 732 回

［令和２年度］

①消防団資機材取扱訓練 閲覧回数 847 回

［令和元年度］

①消防出初式 閲覧回数 1350 回

８.消防団関係の要綱制定

①野田市消防団協力事業所表示制度

平成 27 年 9 月 1 日に施行し、令和 5 年 1 月現在 27 事業者が登録

されています。

②野田市学生消防団活動認証制度

令和4年 4月 1日に施行し、これまでに大学生1名を認証しています。



【消防団】

１．分団独自の勧誘チラシの作成及び戸別訪問の実施

分団独自の勧誘チラシ等を作成し、後援会や自治会等と連携しながら戸別

訪問を実施しています。

２．野田市消防音楽隊に入隊

野田市消防音楽隊に入隊し、各種行事で演奏を行いながら消防団員を募集し

ています。

令和5年 2月 1日現在、消防音楽隊に所属している消防団員は4名です。

（男性1名、女性3名）

３．分団だよりの作成、配布

分団だよりを作成し、団員の勤務する店舗に掲示したり、小中学校に配布

しています。

４．知人・同僚への声かけの実施

知人や同僚に、消防団勧誘の声かけを行っています。




















